
 

 

◆在職中の年金受給の在り方の見

直し（2022 年４月施行） 

① 在職中の老齢厚生年金受給者

65 歳以上の方については、在

職中であっても年金額の改定を

毎年定時に行うようになりま

す。現状、老齢厚生年金の受給

権を取得した後に就労した場合

は、資格喪失時（退職時・70

歳到達時）に、受給権取得後の

被保険者であった期間を加え

て、老齢厚生年金の額を改定し

ていますが、退職を待たずに早

期に年金額に反映します。 

② 60 歳から 64 歳に支給される

特別支給の老齢厚生年金を対象

とした在職老齢年金制度につい

て、支給停止が開始される賃金

と年金の合計額の基準を、現行

の 28 万円から 47 万円に引き上

げます。 

◆受給開始時期の選択肢の拡大

（2022 年４月施行） 

現在、60 歳から 70 歳の間とな

っている年金の受給開始時期の選

択肢を、60 歳から 75 歳の間に拡

大します。 

◆確定拠出年金の加入可能要件の

見直し等（2022 年４月施行） 

現行は 60 歳から 70 歳の間で各

個人において受給開始時期を選択

できますが、公的年金の受給開始

時期の選択肢の拡大に合わせて、

上限年齢を 75 歳に引き上げま

す。 

◆その他の改正 

国民年金手帳から基礎年金番号通

知書への切替え（2022 年４月）、

未婚のひとり親等を寡婦と同様に

国民年金保険料の申請全額免除基

準等に追加（2021 年４月）、短期

滞在の外国人に対する脱退一時金

の支給上限年数を３年から５年に

引上げ（2021 年４月）などが予定

されています。 

 

ひとり親控除、寡婦（夫）控

除の見直しは令和２年分

の年末調整から 
令和２年度税制改正によ

り、未婚のひとり親と、婚姻

歴のあるひとり親との間に

ある税制上の格差が解消さ

れ、また、寡婦（夫）控除に

おける男女差が見直されま

した。ひとり親であれば、未

婚・離婚・死別、性別にかか

わらず、「ひとり親控除」が適

用されます。 

この改正は、令和２年分以

後の年末調整および確定申

告において適用されます。ま

た、月々の源泉徴収において

は、令和３年１月１日以後に

支払うべき給与等および公

的年金等について適用され

ます。個人住民税について

は、令和３年度分以後につい

て適用されます。 

◆改正の概要 

① 未婚のひとり親に対す

る税制上の措置 

イ 居住者がひとり親（現

に婚姻をしていない者

または配偶者の生死の

明らかでない一定の者

のうち、次に掲げる要件

を満たすものをいう。）

である場合には、ひとり

親控除として、その者の

その年分の総所得金額、

退職所得金額または山林

所得金額から 35万円（住

民税は 30 万円）を控除

することとされました。 

ａ その者と生計を一に

する一定の子を有すること。 

ｂ 合計所得金額が 500

万円以下であること。 

ｃ その者と事実上婚姻

関係と同様の事情にあると認

められる一定の者がいないこ

と。 

ロ 上記イのひとり親控除

は、給与等および公的年

金等の源泉徴収の際に適

用できることとされまし

た。 

② 寡婦（夫）控除の見直し 

寡婦の要件について次の見

直しを行った上で、寡婦（夫）

控除をひとり親に該当しない

寡婦に係る寡婦控除に改組す

ることとされました（控除額

は所得税 27 万円、住民税 26

万円）。 

イ 扶養親族を有する寡婦

についても、上記①イｂの要

件が追加されました。 

ロ 上記①イｃの要件が追

加されました。 

また、寡婦控除の特例（い

わゆる「特別の寡婦」に該当

する場合の寡婦控除の特別加

算）を廃止することとされま

した。 

 

 

◆雇用調整助成金の上限

額引上げ 

上限額の１万 5,000 円へ

の引上げについて、厚生労

働省の審議会では、すでに

支給決定している部分につ

いても、４月１日に遡って

差額が支給されると、示さ

れています。 

また、これまでの上限額

（8,330 円）で労使協定が締

結済みである場合、締結し

直す必要はなく、変更し

て、休業手当率が引き上げ

られる人について引き上げ

たもので申請すれば、引き

上げたもので支給決定され

ると、示されています。 

さらに、生産指標につい

て、売上への影響が１年後

や特例期間を超えたときな

ど遅れて出る業種につい

て、直近の売上に影響する

取引に関する指標で評価す

ることも可能で、相談によ

り対応可能な部分があり得

ると、示されています。 

◆求められているのは「雇

用維持」 

 コロナ問題で深刻な影響

が生じていますが、企業が

政府の支援措置を活用せず

に労働者の解雇等を行い、

有効性が争われた場合、無

効となる可能性が高いとい

われています。 

 雇用維持が困難な状況で

負担を抑える手段は、解雇

に限られませんが、労使関

係を悪化させてしまうと、

その手段を講じるチャンス

を失いかねません。 

 まずはどのような手段を

講じ得るのか、専門家に相談

したうえで実施しましょう。 

 

年金制度改正法が成立し

ました！ 
年金制度改正法（年金制度の

機能強化のための国民年金法等

の一部を改正する法律」が５月

29 日、第 201 回通常国会におい

て成立しました。この改正は、

人手不足の進行や健康寿命の延

伸、高齢者や女性の就業促進と

いった今後の社会・経済の変化

を年金制度に反映し、長期化す

る高齢期の経済基盤の充実を図

ることを目的としています。 

主な改正内容を紹介いたしま

す。 

◆被用者保険の適用拡大（2022

年 10 月～） 

短時間労働者（週の労働時間

が通常の労働者の 3/4 以上）を

厚生年金保険、健康保険の被用

者保険の適用対象とすべき事業

所の企業規模要件が段階的に引

き下げられます（現在は 500人

超→2022 年 10 月 100 人超→2024

年 10月 50 人超）。 

個人向け新型コロナ対応

休業支援金、雇用調整助

成金の上限額引上げはど

うなる？ 

◆雇用環境悪化に対するさ

らなる支援措置 

 ６月８日、「新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対

応するための雇用保険法の

臨時特例等に関する法律

案」が国会に提出されまし

た。 

 この法案には個人向け新

型コロナ対応休業支援金や

雇用調整助成金の上限額引

上げ等が盛り込まれてお

り、会期末（17 日）までの

成立を目指しています。 

◆個人向け新型コロナ対応

休業支援金とは？ 

雇用調整助成金が活用で

きない企業の労働者を対象

に、休業実績に応じて賃金

の８割を支給（上限月額 33

万円）するものです。企業

に雇用されている人であれ

ば、雇用保険の被保険者で

なくても支給されます。 

この支援金について、政

府が企業の休業手当支払義

務を肩代わりするものでは

ないと、厚生労働省の審議

会で示されています。 
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